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【手続補正書】
【提出日】平成27年7月13日(2015.7.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　論理装置および切り換えコンポーネントを有する装置であって、
　前記切り換えコンポーネントは、第一のビデオ・ストリームのブロードキャストから第
二のビデオ・ストリームのブロードキャストに切り換える時点を決定するよう動作し、前
記第一のビデオ・ストリームは第一の品質レベルでのビデオ源の第一のエンコードであり
、前記第二のビデオ・ストリームは第二の品質レベルでの前記ビデオ源の第二のエンコー
ドであり、前記第二のビデオ・ストリームは一次フレームの集合を含み、
　前記時点は、前記一次フレームの集合において、前記第一のビデオ・ストリームにおい
ても参照フレームとしてエンコードされている源フレームからエンコードされている最も
近いこれからくるフレームを決定することによって決定される、装置。
【請求項２】
　前記切り換えコンポーネントは、切り換えフレームが利用可能であるかどうかを判定す
るよう構成されており、前記切り換えフレームは、あるビデオ・ストリームから別のビデ
オ・ストリームに、ドリフトや視覚的アーチファクトなしに切り換えることを許容するよ
うエンコードされているフレームである、請求項１記載の装置。
【請求項３】
　前記時点より前には前記第一のビデオ・ストリームからのフレームを、前記時点後には
前記第二のビデオ・ストリームからのフレームをブロードキャストし、切り換えフレーム
が利用可能であれば、前記第一のビデオ・ストリームからのフレームと前記第二のビデオ
・ストリームからのフレームとの間に該切り換えフレームをブロードキャストするよう動
作するストリーム・ブロードキャスト・コンポーネントを有する、請求項１または２記載
の装置。
【請求項４】
　第一のビデオ・ストリームのブロードキャストから第二のビデオ・ストリームに切り換
える時点を決定する段階であって、前記第一のビデオ・ストリームは第一の品質レベルで
のビデオ源の第一のエンコードであり、前記第二のビデオ・ストリームは第二の品質レベ
ルでの前記ビデオ源の第二のエンコードであって、前記時点は、前記第二のビデオ・スト



(2) JP 2014-529248 A5 2015.9.3

リームの一次フレームの集合において、前記第一のビデオ・ストリームにおいても参照フ
レームとしてエンコードされている源フレームからエンコードされた最も近いこれからく
るフレームを決定することによって決定される、段階と；
　前記時点より前には前記第一のビデオ・ストリームからのフレームを、前記時点後には
前記第二のビデオ・ストリームからのフレームをブロードキャストする段階とを含む、
方法。
【請求項５】
　切り換えフレームの集合から少なくとも一つの切り換えフレームを選択する段階であっ
て、切り換えフレームとは、前記第一のビデオ・ストリームから前記第二のビデオ・スト
リームに、ドリフトや視覚的アーチファクトなしに切り換えることを許容するようエンコ
ードされているフレームである、段階と；
　前記少なくとも一つの切り換えフレームを前記時点においてブロードキャストする段階
とをさらに含む、
請求項４記載の方法。
【請求項６】
　前記第一のビデオ・ストリームが第一の階層的な予測構造を有し、前記第二のビデオ・
ストリームが第二の階層的な予測構造を有し、前記第一の階層的な予測構造が一次フレー
ムの第一の集合を有し、前記第二の階層的な予測構造が一次フレームの第二の集合を有す
る、請求項４記載の方法。
【請求項７】
　前記第一のビデオ・ストリームおよび前記第二のビデオ・ストリームのそれぞれにおい
て、一次フレームどうしの間の最小インターバルを決定する段階と；
　前記最小インターバルに基づいて前記時点を決定する段階とを含む、
請求項６記載の方法。
【請求項８】
　前記第一のビデオ・ストリームが第一のサイズの、フレームの第一のグループに分割さ
れており、前記第二のビデオ・ストリームが第二のサイズの、フレームの第二のグループ
に分割されており、前記第一のビデオ・ストリームが第一のフレーム・レートをもち、前
記第二のビデオ・ストリームが第二のフレーム・レートをもつ、請求項７記載の方法。
【請求項９】
　前記最小インターバルを第一の値と第二の値のうちの最大として決定することを含み、
前記第一の値は前記第一のフレーム・レートを前記第一のサイズで割ったものに等しく、
前記第二の値は前記第二のフレーム・レートを前記第二のサイズで割ったものに等しい、
請求項８記載の方法。
【請求項１０】
　コンピュータに、
　ビデオ源を第一の品質レベルの第一のビデオ・ストリームおよび第二の品質レベルの第
二のビデオ・ストリームにエンコードする段階と；
　前記第一のビデオ・ストリームのブロードキャストから前記第二のビデオ・ストリーム
のブロードキャストに切り換える時点を、前記第二のビデオ・フレームののちのフレーム
による参照のために利用可能でありかつ前記第二のビデオ・ストリームにおいて一次フレ
ームとしてエンコードされている前記ビデオ源からのフレームのエンコードである、前記
第一のビデオ・ストリームからブロードキャストされる最後のフレームに基づいて、決定
する段階と；
　前記時点より前には前記第一のビデオ・ストリームからのフレームを、前記時点後には
前記第二のビデオ・ストリームからのフレームをブロードキャストし、切り換えフレーム
が利用可能でないときは、前記第二のビデオ・ストリームからのフレームへの切り換え後
に、ドリフトを軽減または解消する技法を適用する段階とを実行させるための、
コンピュータ・プログラム。
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